
平成26年度・第4回コンクリート常任委員会議事録（案） 
 

日	 時：2014年11月10日（月）15時00分～15時45分 
場	 所：土木学会・講堂 
出席者：二羽委員長，岩波幹事長，綾野，池田，上田，氏家，河合，河野，岸，佐藤，島，添田， 

武若，田中，谷村，土谷，津吉，名倉，信田，前川，松田，宮川，森	 の各常任委員， 
石田，小林，下村，濵田，久田，丸屋	 の各常任委員兼幹事，岩城オブザーバー 

 
配付資料：  
４－０ 平成26年度第4回コンクリート常任委員会	 議事次第 
４－１ 平成26年度第1回コンクリート委員会・ 第3回コンクリート常任委員会 議事録（案） 
４－２ 土木学会コンクリート委員会次期委員長推薦投票について（ご依頼） 
４－３ 施工性能指針改訂小委員会の委員構成（案） 
４－４ 平成26年度コンクリート委員会 一般会計  予算（案） 
４－５ 「これからの社会メンテナンス技術戦略を考える」シンポジウム（仮題）（ppt資料） 
４－６ 社会インフラ（道路施設）の維持管理に関する国際集会  案内 
 
議	 	 事：	 

１．委員長挨拶	 

	 二羽委員長より以下の挨拶があった．	 

  ・土木学会100周年記念のコンクリート関係の開催行事については，各位のご協力について謝意を表します． 
	 

２．平成26年度第1回コンクリート委員会・第3回コンクリート常任委員会議事録の確認【資料４－
１】	 

  濱田幹事より，資料を用いて平成26年度第1回コンクリート委員会・ 第3回コンクリート常任委員会 議事
録（案）が報告された．特に修正意見はなく承認された． 
 
３．審議事項	 

(1) 次期委員長選挙の実施方法【資料４－２】 
	 岩波幹事長より資料に基づき説明がなされた．これに対して，特に修正意見はなく承認された． 
 
(2) 第2種委員会の委員構成【資料４－３】 
	 二羽委員長および岩波幹事長より資料に基づき，以下の委員会の委員構成について説明がなされ，承認さ

れた． 
「 施工性能指針改訂研究小委員会（仮称）」 
	 ・ 東北地方の委員がいないので，ご依頼があれば対応したい 
	 ・ 委託側委員が企業等によって1名と2名とがあるが，どのような意図か？（宮川委員） 
 → 次の世代への継承という意味で2名をお願いしている場合がある（丸屋幹事） 
 → であれば，各社2名でも良いのでは？（宮川委員） 
 → 委託側から，そのような意向があれば対応したい（岩波幹事長） 
 
(3) その他 
  特になし． 
 
４．報告事項  
(1) 100周年記念出版について 
  丸屋幹事より以下の項目について説明があった． 
  ・校了した．発刊は100周年記念行事に間に合う予定． 



  ・販売価格は3000円，280～290ページ，1000部発刊する予定．  
  ・著者へは1冊ずつ寄贈するが，印税はご容赦いただく． 
  ・100周年記念行事への海外からの参加者については，寄贈分として100部を常任委員会の負担で準備する． 
 
 
(2) 平成26年度コンクリート委員会予算執行状況【資料４－４】	 
	 岩波幹事長より，資料に基づき平成26年度の予算と執行状況の説明がなされた． 
 
(3) 示方書改訂小委員会での審議状況 
  下村幹事より，示方書改訂小委員会での審議状況について以下の通り説明がなされた． 
  ・積残し課題の確認，出版形態などについて議論を進めている． 
 
(4) 報告会・講習会の開催報告ならびに開催予定の説明 
  下村幹事より，大河津分水可動堰記録保存検討委員会成果報告会について東京会場での開催報告（9/30）
ならびに新潟会場での開催予定（11/11）について説明がなされた． 
 
(5) その他 
・岩波幹事長より「「これからの社会インフラメンテナンス技術戦略を考える」シンポジウム（仮題）--今後
の維持管理・更新に関する技術開発の方向性--【資料４－５】」について説明がなされた．	 

・岩波幹事長より「社会インフラ（道路施設）の維持管理に関する国際集会 --維持管理による社会インフラ
のサステナビリティとレジリエンス向上に向けて--【資料４－６】」について説明がなされた． 

 
５．次回開催日の確認	 

  第5回コンクリート常任委員会は下記の日時，場所で開催することを確認した．議題については1月8日
（木）までに幹事へ提出いただく． 
日時：2015年1月20日（火）14時～17時（予定） 
場所：土木学会・講堂（予定） 
 
 
話題提供（東北支部より）：  
(1) 岩城コンクリート委員会委員「福島発 社会インフラの長寿命化を目指して」「ロハスの橋プロジェクト」 
(2) 久田幹事「東北地方のインフラの現状と維持管理の取組み」 

 
以	 上 

 


